
【5 月 20 日（火）訂正】楡陵祭 2025 準備ガイドブック訂正事項 

 

2025 年 5 月 20 日（火） 

楡陵祭実行委員会事務局 

 

第 1 回楡陵祭 2025 説明会にて配付いたしました楡陵祭 2025 準備ガイドブックにおいて

誤りがありましたので訂正いたします。申し訳ございません。 

団体の皆様はお持ちの準備ガイドブックに訂正事項を反映させてください。お手数です

がよろしくお願いします。 

記 

 

5 月 20 日（火）訂正 

【P20 常駐スタッフ申請】 

[誤]●申請について 

   受付期間：5 月 16 日（金）20：00～23 日（金）23：50 

[正]●申請について 

   受付期間：5 月 16 日（金）20：00～23 日（金）19：50 

 

4 月 21 日（月）訂正 

【P9 各種申請一覧】 

[誤]模擬店ガイド対象 共通 

   屋外机・椅子使用希望調査対象 屋内 

   車両入出構・走行申請締切日 5 月 23 日（金） 

[正]模擬店ガイド対象 屋外 

   屋外机・椅子使用希望調査対象 屋外 

   車両入出構・走行申請締切日 5 月 20 日（火） 

 

【P18 車両入出構・走行申請】 

[誤]○Web 申請について 

    回答項目：日付（上記の①～⑥から車両が入構および走行する日を選択してくださ

い。なお、選択した時間内であれば入出構は何度でも可能です。）・入構時間・出構時

間・目的地・車種・駐車の有無・駐車予定地 

[正] ○Web 申請について 

    回答項目：日付（上記の①～⑥から車両が入構および走行する日を選択してくださ

い。なお、選択した時間内であれば入出構は何度でも可能です。）・運転者名・車両番



号・目的地・車種・駐車の有無・駐車予定 

 

【P27 部屋割り会議・地割り会議】 

[誤]●割り振り調査 

    屋内参加希望団体の皆様には、部屋割り会議に先立って 6 つのブロックの中から希

望するブロックを割り振り調査（右下の二次元コード）に記入して提出していただき

ます。 

   ●ブロック決定会議 

    ○ブロック決定会議の流れ 

    1) 事前に提出した割り振り調査に基づき、ブロックごとに着席していただきます。 

[正]●屋内割り振り調査 

    屋内参加希望団体の皆様には、部屋割り会議に先立って 6 つのブロックの中から希

望するブロックを屋内割り振り調査（右下の二次元コード）に記入して提出していた

だきます。 

  ●ブロック決定会議 

    ○ブロック決定会議の流れ 

    1) 事前に提出した屋内割り振り調査に基づき、ブロックごとに着席していただきま

す。 

 

【P32 部屋割り会議・地割り会議】 

[誤]○E ブロック 

    北図書館前から医学部棟前までのメインストリートに位置するブロック。 

[正]○E ブロック 

    フロンティア応用科学研究棟前から医学部棟前までのメインストリートに位置する

ブロック。 

 

【P37 机・椅子・暗幕の貸出】 

[誤]○机・椅子・暗幕使用希望調査について 

   ○机・椅子使用希望調査について 

[正]○屋内机・椅子・暗幕使用希望調査について 

   ○屋外机・椅子使用希望調査について 

 

【P40 ペンキ・釘の配分】 

[誤]期間：5 月 29 日（木）～6 月 4 日（水） 

[正]期間：5 月 19 日（月）～6 月 4 日（水） 

 



【P44 飲食物の取り扱い】 

[誤]●衛生基準報告 

    次ページ以降の基準は、楡陵祭衛生基準の一部を抜粋したものです。 

[正]●衛生基準報告 

   次ページ以降の基準は、楡陵祭 2025 衛生基準の一部を抜粋したものです。 

 

【P57 模擬店ガイド】 

[誤]●参加方法について 

    模擬店ガイドには、模擬店のマップ・模擬店の画像が掲載されます。模擬店や企画

のアピールを通して楡陵祭を盛り上げていただきたいので全団体ご参加ください。 

●Google フォームの提出について 

    模擬店ガイド原稿提出のための Google フォームは参加の有無を問わず、すべての

団体に提出していただきます。 

[正]●参加方法について 

    模擬店ガイドには、模擬店のマップ・模擬店の画像が掲載されます。模擬店や企画

のアピールを通して楡陵祭を盛り上げていただきたいので屋外団体は全団体ご参加く

ださい。 

●Google フォームの提出について 

模擬店ガイド原稿提出のための Google フォームは参加の有無を問わず、すべての

屋外団体に提出していただきます 

以上 

 


